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県民相談費
県民からの行政及び県民生活に関す
る問題についての相談に対し、職員
が対応し、助言を行う。

県民広聴課 ○

外国人総合相談
センター設置
事業

外国人住民のコミュニケーションや
生活の支援のため、多言語により行
政・生活情報を提供する。
　また、外国人との交流経験が豊富
な県民を通じて、地域の外国人住民
への行政情報の伝達や地域ルールの
周知等を行う。

国際課 ○

多文化共生総合
推進事業

外国人住民のコミュニケーションや
生活の支援のため、多言語により行
政・生活情報を提供する。
　また、外国人との交流経験が豊富
な県民を通じて、地域の外国人住民
への行政情報の伝達や地域ルールの
周知等を行う。

国際課 ○

性の多様性を
尊重した社会
づくり推進事業

性の多様性に関する理解増進、相談
体制の充実及び暮らしやすい環境づ
くりに関する取組を行う。

人権・男女
共同参画課

○

人権施策推進費

一人一人がお互いの人権を尊重する
社会の実現を目指し、人権施策の総
合調整を図るとともに、啓発事業な
ど「埼玉県人権施策推進指針」に基
づく事業を実施して、多様化する人
権問題に的確に対応する。

人権・男女
共同参画課

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

令和7年度　埼玉県人権施策推進指針に基づく人権関連施策事業の概要

Ⅱ　相談・支援の推進

事業名 事 業 の 概 要 担当課

分野別課題
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事業名 事 業 の 概 要 担当課

分野別課題

男女共同参画
推進事業費

男女がいきいきと個性や能力を発揮
し、あらゆる分野に参画できる社会
の実現を図る。また、女性活動団体
の充実を図るため、県と女性団体と
の連携を推進する。

人権・男女
共同参画課

○

ドメスティック
・バイオレンス
総合対策事業

困難を抱えた女性およびＤＶ被害者
に対する相談や保護機能の充実と関
係機関とのネットワ－ク化を図り、
併せて啓発、相談担当者研修、民間
支援団体の活動に対する支援を行
う。

人権・男女
共同参画課

○

男女共同参画
推進センター
運営費

男女共同参画社会づくりを推進する
ための総合拠点として、情報提供、
研修、講演事業、相談業務などを実
施する。

人権・男女
共同参画課

○

困難女性支援
推進事業費

家庭関係の破綻やドメスティック・
バイオレンスの被害等により、居所
等の生活基盤を失った女性を保護
し、自立のための支援を行ってい
る。

人権・男女
共同参画課

○

民間団体との
協働事業費

困難女性等を支援する民間団体の取
組みを、国庫補助金を活用した事業
費補助を通じて促進し、困難女性等
への支援充実を図る。
DV被害母子の心のケアの取組みを推
進するため、民間団体に委託し、心
理教育プログラムを実施する。

人権・男女
共同参画課

男女共同参画
推進センター
支所費

ＤＶ被害により一時避難をした被害
者の同伴児童に対し、必要な学習機
会を提供し、学習環境を整備する。

人権・男女
共同参画課

○ ○
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事業名 事 業 の 概 要 担当課

分野別課題

困難女性支援
推進事業費

令和6年4月施行の困難女性支援法に
基づき、女性の意思が尊重されなが
ら、早期発見、相談など最適な支援
が提供される体制を整備する。併せ
て、民間団体などとの協働により、
支援が切れ目なく行われるため必要
な施策を行う。

人権・男女
共同参画課

○

犯罪被害者等
支援体制の整備
促進費（彩の国
犯罪被害者ワン
ストップ支援
体制機能強化
事業）

ワンストップ支援センターの代表電
話を設置してワンストップ機能を向
上させ、ワンストップ支援センター
に総合相談電話やフリーダイヤルを
設置し、関係機関との連携を図り適
切な相談支援に繋げるとともに、相
談体制の維持・運営を図る。

防犯・交通
安全課

○

虐待通報等環境整
備・啓発事業

埼玉県虐待禁止条例に基づき、県民
から児童虐待・高齢者虐待・障害者
虐待の通報等を一括して24時間365
日受け付ける埼玉県虐待通報ダイヤ
ルを運営する。また、虐待の防止等
に関する県民の理解を深めるため、
チラシ・ポスター等の作成・配布を
行う。

福祉政策課 ○ ○ ○

権利擁護センター
運営費
（福祉サービス苦
情解決事業）

福祉サービス利用者の苦情で、当事
者間で解決困難な場合、埼玉県社会
福祉協議会が設置する「運営適正化
委員会（福祉サービス苦情解決合議
体）」において、その苦情に対する
解決に向けた助言やあっせんを行
う。

社会福祉課 ○ ○ ○
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事業名 事 業 の 概 要 担当課

分野別課題

権利擁護センター
運営費
(「障害者１１０
番」運営事業）

障害者及びその家族からの権利擁護
に係る相談等に対応する常設の相談
窓口を設置し、内容に応じて弁護士
等による相談チームを編成して専門
相談を行うことにより、障害者及び
その家族の福祉の増進を図る。

障害者福祉
推進課

○

障害者差別解消推
進事業費

障害者差別解消法に基づき、県民等
への普及啓発、県民からの相談窓口
の設置、障害者差別解消支援地域協
議会を開催する。

障害者福祉
推進課

○

共生社会づくり推
進事業

障害及び障害者に対する正しい理解
を普及するため啓発を行う。

障害者福祉
推進課

○

権利擁護センター
運営費
（障害者権利擁護
センター」運営事
業、障害者虐待対
策事業）

使用者による虐待に係る通報等につ
いて、休日・夜間の対応が可能とな
るよう通報窓口の強化を図る

障害者支援
課

○

権利擁護センター
運営費
（認知症高齢者・
知的障害者権利擁
護機関運営事業）

意思能力が十分でない認知症高齢者
等の権利の擁護や権利行使に関する
支援を行う（社）埼玉県社会福祉協
議会に対してその事業費を補助す
る。

地域包括
ケア課

○ ○

認知症の人に
やさしい地域
づくり推進事業

認知症の人と家族が安心して暮らす
ことができる地域社会を構築するた
め、認知症サポーターの養成や市町
村認知症施策を推進する。

地域包括
ケア課

○
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事業名 事 業 の 概 要 担当課

分野別課題

認知症ケア支援事
業

認知症に関する正しい知識の普及・
啓発・研修を実施することにより、
認知症高齢者その家族及び認知症介
護に携わる介護者等を支援する。

地域包括
ケア課

○

介護保険制度運営
推進事業（国民健
康保険団体連合会
苦情処理体制整備
補助）

介護サービスの利用にかかる苦情処
理業務を行う埼玉県国民健康保険団
体連合会に対し、業務実施にかかる
費用の一部を補助する。

地域包括
ケア課

○

ケアラー総合
支援事業費

埼玉県ケアラー支援条例に基づく埼
玉県ケアラー支援計画の推進に取り
組む。また、計画に基づき、ケア
ラーについての広報啓発、支援にあ
たる人材育成等を行う。

地域包括
ケア課

○

地域でまるごと
ヤングケアラー
支援体制整備
事業

埼玉県ケアラー支援条例及び埼玉県
ケアラー支援計画に基づき、ヤング
ケアラーの支援体制の構築・強化を
行う。

地域包括
ケア課

○

子供と家庭
電話相談事業

いじめや虐待などこどもの権利侵害
の問題をはじめ、身の回りの様々な
出来事に関して悩みを抱えるこども
自身から、また子育てに悩む親から
電話で相談できる体制を整え、児童
虐待などの予防や早期発見等の重要
な役割を担う。

こども
安全課

○
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事業名 事 業 の 概 要 担当課

分野別課題

子供の権利擁護
事業

いじめや虐待など、こどもへの権利
侵害に関して、こどもや保護者など
からの相談を受け、公平・中立で専
門的な立場からこどもを権利侵害か
ら救済する第三者機関「埼玉県子ど
もの権利擁護委員会」を運営する。

こども
安全課

○

児童虐待ケア
対策強化事業

児童虐待の早期発見、早期対応、虐
待を受けた児童及び虐待を行った保
護者の心のケア等を一貫して行い、
虐待に対する総合的な施策を展開す
る。

こども
安全課

○

子供の意見表明等
推進事業

こどもの権利擁護の強化を図るた
め、社会的養護を必要としている児
童の意見表明等の支援等を行う。

こども
安全課

○

エイズ対策総合推
進事業

保健所等において、HIV・性感染症
の検査及び相談を実施するとともに
県民に対する普及啓発を通じてHIV
や性感染症のまん延防止を図る。

感染症対策
課

○

精神保健福祉
対策費

・精神保健福祉法に基づく精神科病
院における虐待の通報・届出を受け
付ける窓口を運営し、埼玉県虐待通
報ダイヤルとも連携しながら受付を
行う。
・精神科病院において、県虐待通報
窓口の連絡先の掲示がされている
か、虐待防止の取り組みがなされて
いるかを定期実地指導にて確認す
る。

疾病対策課 ○
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事業名 事 業 の 概 要 担当課

分野別課題

創業・ベンチャー
支援事業費（女性
起業家支援事業）

創業・ベンチャー支援センター埼玉
の女性創業支援チームによる集中支
援や女性起業家ビジネスプランコン
テストを開催する。

産業支援課 ○

障害者雇用総合サ
ポートセンター運
営事業

障害者雇用総合サポートセンターに
おいて、企業に対して障害者雇用を
働き掛けるとともに、雇用管理に関
する相談・支援を行う。また、障害
者雇用に対する普及啓発を行う。併
せて、厳しい就労状況にある障害者
を地域で支援する市町村就労支援セ
ンターのサポートを行う。

就業支援課 ○

働く女性のワンス
トップ支援拠点事
業

働きたいと思う女性が、その意欲や
能力に応じて活躍できるよう、学び
直しから就業、就業継続、キャリア
アップまでをワンストップで支援す
る。

就業支援課 ○

障害者職業能力開
発促進事業

障害者を対象とした職業訓練を実施
し、就労を促進する。

産業人材
育成課

○

高等技術専門校訓
練等推進事業

職業能力開発センターで知的障害
者、発達障害者及び精神障害者を対
象とした職業訓練を実施する。

産業人材
育成課

○

ひとり親家庭及び
生活保護受給者等
対象訓練事業

母子家庭の母等の職業的自立を促進
する。

産業人材
育成課

○

非常勤職員報酬等
経費（うち障害者
雇用分）

教育局課所館等において事務補助等
を行う会計年度任用職員として障害
者を雇用することで、障害者へ就労
機会を提供する。

総務課 ○
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事業名 事 業 の 概 要 担当課

分野別課題

いじめ・不登校対
策相談事業

不登校・いじめ・成育環境の課題等
に対応するため、スクールカウンセ
ラーやスクールソーシャルワーカー
等の配置及び中学校相談員を配置す
る市町村へ助成等を行い、教育相談
体制を整備し、充実を図る。

生徒指導課 ○

ネットトラブルサ
イト監視事業

スマートフォン等インターネット端
末を利用した不適切な行為やネット
いじめ、ネットトラブルに早期に対
応することで、問題の深刻化を防ぐ
仕組みを構築する。

生徒指導課 ○ ○

家庭教育支援
推進事業（埼玉
県家庭教育アド
バイザー派遣
事業）

保護者に対して、子育てについての
不安や悩みを解消し、家庭教育支援
の取組の充実を図ることを目的とし
て、「埼玉県家庭教育アドバイ
ザー」を養成し、県内に派遣する。

生涯学習
推進課

○

教育相談事業

児童生徒の抱える問題や心の悩み、
保護者の抱える子育てに関する悩み
の相談を受けることによって、「い
じめ・不登校・非行・問題行動等の
解決」を目指す。

総合教育
センター

○ ○ ○ ○ ○ ○

犯罪被害者支援経
費

 犯罪被害者の精神的被害の回復・軽
減等のため、犯罪被害者やその家族
等のニーズに応えた各種被害者支援
施策を推進し、犯罪被害者等の人権
推進を図り、犯罪被害者等の置かれ
ている現状を踏まえ、行政機関及び
民間団体等との緊密な連携と相互協
力を図り、各種支援活動を効果的に
推進する。

警務課 ○
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事業名 事 業 の 概 要 担当課

分野別課題

一般行政費（犯罪
被害者支援専門員
経費）

事件または事故の被害者及びその親
族の精神的被害に対し、適時適切な
対応により、特に深刻な精神的負担
を軽減させ、一刻も早く被害者等が
被害にあう前の平穏な生活を取り戻
すことができるように支援する。

警務課 ○

一般警察活動費
（警察安全相談関
係経費）

警察安全相談員（会計年度任用職
員）を配置し、県民からの相談等に
対応する。

生活安全
総務課

○

人身安全関連事案
対策推進事業費

ストーカー被害者等への相談体制を
充実させ、安全確保を最優先とした
対応を図る。

人身安全
対策課

○

人身安全関連事案
対策推進事業費

ＤＶ被害者等への相談体制を充実さ
せ、安全確保を最優先とした対応を
図る。

人身安全
対策課

○

少年非行防止対策
経費

少年の非行を防止し、健全な育成を
図るため、少年や保護者等に対して
適切な助言指導を行う。

少年課 ○

一般警察活動費
（人身安全関連事
案関係経費）

関係機関との連携を強化し、連絡体
制の充実を図る。

人身安全
対策課

○


